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１．検査対象事業者数 

              ※県所管事業者数は R2.4.1現在  

 種  別 検査事業者数 県所管事業者数 

① 医療法人 ６ １４３ 

② 社会福祉法人 ４ ２００ 

③ 営利法人 １１９ ４０７ 

④ 特定非営利活動法人 １ ２２ 

⑤ その他 ２ ５２ 

 計 １３２ ８２４ 

 

２．検査方法 

  事業者から提出された自己点検報告書及び資料に基づき、業務管理体制の整備・運用状

況を書面確認（必要に応じて聴取） 

 

３．検査結果の内容 

 

 内   容 事業者数 

① 体制整備が良好と認められる ５２ 

② 改善を要する事項が認められる ８０ 

 

③ 改善事項の内訳  

 ア）法令遵守方針の未作成 ２１ 

 イ）法令遵守方針の職員への未周知又は周知不足 ２３ 

 ウ）法令遵守責任者の職員への未周知又は周知不足 １７ 

 エ）法令遵守責任者の役割及び業務内容の定めなし ７ 

 オ）法令遵守責任者の役割等の職員への未周知又は周知不足 ２０ 

 カ）法令等遵守に関する研修の未実施又は外部研修への未参加 １ 

 キ）法令等遵守の取組状況に関する評価・改善活動の未実施又は不十

分 

６２ 

 合      計 １３２ 

 

４．改善を要する事項が認められる事業者への措置 

  「長崎県介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱」に基づき、改善報告書を

令和２年度業務管理体制の整備に関する一般検査結果について 
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徴収 

 

５．検査結果を踏まえた確認事項 

①事業所数２０未満の事業者についても、「法令遵守方針」を作成する。 

 

指定・許可の事
業所・施設数の
区分 

業務管理体制の整備の内容 
法令遵守責任者の
選任 

業務が法令に適合
することを確保す
るための規程 (＝
「法令遵守規程」)
の整備 

業務執行の状況の
監査を定期的に実
施 

１～19 必 要 － － 
20～99 必 要 必 要 － 
100～ 必 要 必 要 必 要 

※事業所・施設数は、同一の事業所が訪問介護事業所と介護予防訪問介護事業所としての
指定を受けている場合には、指定を受けている事業所の数は２として数えること。 
※事業所・施設数は、みなし事業所（居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーシ
ョン及び通所リハビリテーションであって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法
の指定があったものとみなされている事業所）を含まない。 

 

②「法令遵守責任者」及びその役割の役職員への周知 

 

③「法令等遵守の取組状況に関する評価」の実施 

※県は、事業者の業務管理体制に関して、その「プロセス・チェック」に重点を置いて検証を

行わなければならない。 

プロセス・チェックとは、 

①方針の策定 → ②内部規程・組織体制の整備 → ③評価・改善活動 

の一連の過程が適切に行われ、これが有効に機能しているかを確認すること。 

 

６．届出先の区分 

 

区      分 届出先 

事業所等が３以上の地方厚生局管轄区域に所在

する事業者 
厚生労働大臣（本省） 

 
２以上の都道府県の区域、かつ、２以下の地方厚

生局の区域 

事業者の 

主たる事務所が所在する 

都道府県知事 

 
１の都道府県の区域 都道府県知事 



資料４ 

- 3 - 

 

   うち、１の指定都市の区域 指定都市の長 

 １の市町村長の区域 

  ※地域密着型サービスに限る 
市 町 村 長 

 

 

７．中核市への権限委譲 

介護サービス事業所・施設の所在地が、一の中核市（長崎市、佐世保市）の区域内にある

介護事業者に係る業務管理体制の整備に関する事務・権限が、県から中核市へ令和３年４

月１日に移譲された。 

 

 


